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栃木県農政部畜産振興課  

韓国で口蹄疫が続発 ! ! 

○韓国の牛飼養農場において、１月に続いて２月も口蹄疫が発生してい
ます（１月：１件、２月：２件）。 

人やモノの動きが活発な今、日本への侵入リスクが高まっていますの 

で、衛生管理の徹底をお願いします。 

 
◇ 発生場所及び発生年月日 

・京畿道 令和８年２月 20日 

令和８年２月 28 日 

 

 

 

  ※ 韓国では、アフリカ豚熱も継続して発生（今年に 
入り 21件)していますので、注意をお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
飼養家畜に異状を認めたら、速やかに管轄の家畜保健衛生所に御連絡ください。 

 県央家畜保健衛生所   宇都宮市平出工業団地6-8 
 TEL:028(689)1200  FAX:028(689)1279 携帯:090-7205-0895（夜間・休日） 
 県南家畜保健衛生所       栃木市惣社町1439-20  
 TEL:0282(27)3611  FAX:0282(27)4144 携帯:090-7205-1402（夜間・休日） 
 県北家畜保健衛生所       那須塩原市千本松800-3  
 TEL:0287(36)0314  FAX:0287(37)4825 携帯:090-7205-1826（夜間・休日） 

 

釜山

ソウル

京畿道（２件）

仁川広域市（１件(１月)）

農家の皆様へのお願い 

○ 人・物・車両等の衛生対策及び野生動物の侵入防止対策を再点検 

○ 口蹄疫発生地域への不要不急の渡航自粛 

○ 海外への渡航者や外国人従業員等に対する指導 

☑日本に入国後一週間は、農場内に入らない 

  ☑海外で使用した衣服、靴等は農場内に持ち込まない 

  ☑外国産肉製品を農場内に持ち込まない（荷物の配送含む） 

○ 飼養家畜の健康観察を毎日入念に行う 

過去の日本での発生では、 

先行して韓国で発生しています！ 


